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欧州単一特許を取得するために、係属中の EP特許出願に対して 

どのような措置を講じれば特許付与を遅らせることができるか 
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１. はじめに 

欧州単一（統一）特許の主なプラス面は、参加国において同時に権利行使ができること、また、

翻訳費用が最低限に抑えられ、唯一の維持年金を支払うことにあります。一方、主なマイナス面

は、単一特許ゆえに、欧州統一特許裁判所において不利な判決が下された場合、全ての参加国に

おいて権利を一度に失う可能性があることにあります。 

 

Preparatory Committee によれば、Agreement on the Unified Patent Court (UPCA) を批准するとい

う英国政府の声明後、英国とドイツが批准することを前提として、パッケージ（欧州単一特許制

度と欧州統一特許裁判所制度）が 2017年 12月に発効することが見込まれています。一方、英

国の EUからの離脱交渉や、英国と EUとの間で行われる経済交渉等々による影響に鑑み、上記

の発効日は流動的であるとも言われています。 

 

このような状況にはありますが、上記パッケージが発効した場合、出願人は下記の決断を迫ら

れることになります。 

 

① これまでどおり、EPC下で国内特許の束として従来通りに特許を取得するか、あるいは、 

② EPOによって特許付与された EP特許出願に基づく欧州単一特許を取得する。 

 

但し、上記②の場合、EP特許出願がパッケージの発効後に特許付与されると共に全ての参加

国を指定していることが前提となります。 

 

 上記事情に鑑み、欧州単一特許を取得するために、今の段階で講じ得る措置について、以下に

説明します。 
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